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市第 127 号議案 

   横浜市手数料条例等の一部改正 

 横浜市手数料条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和５年２月７日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   横浜市手数料条例等の一部を改正する条例 

 （横浜市手数料条例の一部改正） 

第１条 横浜市手数料条例（平成12年３月横浜市条例第32号）の一

 部を次のように改正する。 

  第２条第 149 号中「宅地造成等規制法（昭和36年法律第 191 号

」を「宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第

55号。以下この号から第 150 号までにおいて「宅地造成等規制法

一部改正法」という。）附則第２条第１項の規定によりなお従前

の例によることとされる宅地造成等規制法一部改正法による改正

前の宅地造成等規制法（昭和36年法律第 191 号。次号及び第 150

号において「旧宅地造成等規制法」という。」に改め、同条第14 

9 号の２及び第 150 号中「宅地造成等規制法」を「宅地造成等規

制法一部改正法附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる旧宅地造成等規制法」に改める。 

 （横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例の一部改正） 

第２条 横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例（平成28年12 

月横浜市条例第62号）の一部を次のように改正する。 

   第22条第２号中「宅地造成等規制法（昭和36年法律第 191 号）

第８条」を「宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年
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法律第55号。以下この号において「宅地造成等規制法一部改正法

」という。）による改正前の宅地造成等規制法（昭和36年法律第

191 号）第８条第１項（宅地造成等規制法一部改正法附則第２条

第１項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む

。）」に改める。 

 （横浜市建築基準条例の一部改正） 

第３条 横浜市建築基準条例（昭和35年10月横浜市条例第20号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条の２第２項第３号中「宅地造成等規制法（昭和36年法律

第 191 号」を「宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４

年法律第55号。以下この号において「宅地造成等規制法一部改正

法」という。）による改正前の宅地造成等規制法（昭和36年法律

第 191 号。以下この号において「旧宅地造成等規制法」という。

」に、「同法第13条第２項」を「旧宅地造成等規制法第13条第２

項（宅地造成等規制法一部改正法附則第２条第１項の規定により

なお従前の例によることとされる場合を含む。）」に、「同法第

２条第５号」を「旧宅地造成等規制法第２条第５号」に改める。 

 （横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部改正） 

第４条 横浜市開発事業の調整等に関する条例（平成16年３月横浜

市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「）及び」の次に「宅地造成等規制法の一部を改正す

る法律（令和４年法律第55号。第17条第３項において「宅地造成

等規制法一部改正法」という。）による改正前の」を、「昭和36

年法律第 191 号」の次に「。同項において「旧宅地造成等規制法

」という。」を加える。 
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  第17条第３項中「宅地造成等規制法」を「宅地造成等規制法一

部改正法附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によること

とされる旧宅地造成等規制法」に改める。 

 （横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会条例の一部改正） 

第５条 横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会条例（平成26年

２月横浜市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「造成宅地（」の次に「宅地造成等規制法の一部を改

正する法律（令和４年法律第55号。以下「一部改正法」という。

）による改正前の」を加え、「「法」を「「旧法」に、「（法」

を「（旧法」に改める。 

  第２条第１号を次のように改める。 

   (1)  宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第 191 号。

以下「法」という。）第10条第１項に規定する宅地造成等工

事規制区域、法第26条第１項に規定する特定盛土等規制区域

及び法第45条第１項に規定する造成宅地防災区域の指定等に

関すること。 

   第２条第２号中「法」を「旧法」に改め、「工事」の次に「並

びに法第13条第１項に規定する宅地造成等に関する工事及び法第

31条第１項に規定する特定盛土等又は土石の堆積に関する工事」

を加え、同条第３号中「法」を「一部改正法附則第２条第１項の

規定によりなお従前の例によることとされる旧法」に改め、同条

第４号中「法」を「一部改正法附則第２条第１項の規定によりな

お従前の例によることとされる旧法」に改め、「並びに」の次に

「一部改正法附則第２条第３項の規定によりなお従前の例による

こととされる旧法」を加え、同条第５号中「（法」を「（旧法」
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に改める。 

 （横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例の一部改正） 

第６条 横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例（平成18年２

月横浜市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第14条第３号を次のように改める。 

   (3)  宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第

55号。以下この号において「宅地造成等規制法一部改正法」

という。）による改正前の宅地造成等規制法（昭和36年法律

第 191 号。以下この号において「旧宅地造成等規制法」とい

う。）第８条第１項（宅地造成等規制法一部改正法附則第２

条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる場合

を含む。）の許可の申請又は旧宅地造成等規制法第11条（宅

地造成等規制法一部改正法附則第２条第１項の規定によりな

お従前の例によることとされる場合を含む。）の規定による

協議（成立している場合に限る。） 

   附 則 

 この条例は、令和５年５月26日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 宅地造成等規制法の一部改正に伴い、関係規定の整備を図るため

、横浜市手数料条例等の一部を改正したいので提案する。 

130



市第 127 号 

 

 

 

 

 参  考  

   横 浜 市 手 数 料 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 手 数 料 ） 

第 ２ 条  手 数 料 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 種 類 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め

る 額 と す る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 148 号 ま で 省 略 ） 

宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部 を 
 (149)  
    宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36  

  改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 
  年 法 律 第 191 号  

  55 号 。 以 下 こ の 号 か ら 第 150 号 
 

  ま で に お い て 「 宅 地 造 成 等 規 制 
 

  法 一 部 改 正 法 」 と い う 。） 附 則 
 

  第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 
 

  従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 宅 
 

  地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 に よ 
 

  る 改 正 前 の 宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 
 

  昭 和 36 年 法 律 第 191 号 。 次 号 及 
 

  び 第 150 号 に お い て 「 旧 宅 地 造 
 

  成 等 規 制 法 」 と い う 。 
            ） 第 ８ 条 
 

  第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 宅 地 造 成 

  に 関 す る 工 事 の 許 可 申 請 手 数 料 

   （ ア か ら コ ま で 省 略 ） 

      宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 
 (149) の ２ 
      宅 地 造 成 等 規 制 法 

  改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 
 

  に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と 
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  と さ れ る 旧 宅 地 造 成 等 規 制 法 
               第 
 

  12 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 宅 地 

  造 成 に 関 す る 工 事 の 計 画 の 変 更 

  許 可 申 請 手 数 料          変 更 許 可 申 請 １ 件 に つ き 

                 、 次 に 掲 げ る 額 を 合 計 し た 

                 額 。 た だ し 、 そ の 額 が 420,  

                 000 円 を 超 え る と き は 、 そ 

                 の 手 数 料 の 額 は 、 420,000 円 

                 と す る 。 

 （ ア 及 び イ 省 略 ） 

 (150)  旧 住 宅 地 造 成 事 業 に 関 す る 

  法 律 （ 昭 和 39 年 法 律 第 160 号 ） 

  第 21 条 の 規 定 に よ る 変 更 認 可 申 

  請 手 数 料             １ 件 に つ き ア か ら ウ ま で 

                 に 掲 げ る 額 を 合 算 し た 額 と 

                 す る 。 た だ し 、 当 該 住 宅 地 

          宅 
                 造 成 事 業 に 関 す る 工 事 に 

           宅 

                 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 
                 地 造 成 等 規 制 法 

                 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に 
                  

                 よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ 
 

                 と と さ れ る 旧 宅 地 造 成 等 規 
 

                 制 法 
                   第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 
 

                 よ り 許 可 を 受 け な け れ ば な

ら な い 工 事 が 含 ま れ て い る

と き は 、 前 号 の 規 定 の 例 に
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よ り 算 定 し た 額 を 加 え る 。

ま た 、 住 宅 地 造 成 事 業 の 認

可 申 請 が 旧 住 宅 地 造 成 事 業

に 関 す る 法 律 第 ５ 条 第 ２ 項

第 ２ 号 に 規 定 す る 空 地 に 関

す る 部 分 と そ の 他 の 部 分 と

に 区 分 さ れ た と き は 、 後 の

申 請 の 際 に 納 め な け れ ば な

ら な い 手 数 料 の 額 は 、 前 後

の 申 請 を １ 件 と み な し て 、

ア (ア) か ら (ク) ま で の 額 か ら 前

の 申 請 の 際 に 納 め た 手 数 料

の 額 を 控 除 し た 額 と す る 。

こ の 号 の 規 定 に よ り 算 出 し

た 手 数 料 の 額 が 100,000 円 を

超 え る 場 合 は 、 そ の 手 数 料

の 額 は 、 100,000 円 と す る 。 

 （ ア か ら ウ ま で 及 び 第 151 号 か ら 第 184 号 ま で 省 略 ） 

 

   横 浜 市 狭 あ い 道 路 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 適 用 除 外 ） 

第 22 条  こ の 条 例 の 規 定 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 適

用 し な い 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 
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   宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 55  
 (2)   
   宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 191 号 ） 第 ８ 条 

  号 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 」 と い 
 

   う 。） に よ る 改 正 前 の 宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 191  
 

  号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 （ 宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 
 

  １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 
 

  。）  
    に 規 定 す る 許 可 を 受 け て 宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 （ 後 退 用 地 
 

  等 を 整 備 す る た め に 行 う 工 事 を 除 く 。） を 行 う 場 合 

   （ 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 省 略 ） 

 

   横 浜 市 建 築 基 準 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 災 害 危 険 区 域 ） 

第 ３ 条 の ２  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  災 害 危 険 区 域 内 に 居 室 を 有 す る 建 築 物 を 建 築 す る 場 合 に お い て

は 、 当 該 建 築 物 の 基 礎 及 び 主 要 構 造 部 は 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又

は こ れ に 類 す る 構 造 と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 建 築 物

が 面 す る す べ て の 急 傾 斜 地 （ 急 傾 斜 地 法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

急 傾 斜 地 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） が 次 の い ず れ か に

該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

   宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 55  
 (3)  
   宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 191 号 

  号 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 」 と い 
 

  う 。） に よ る 改 正 前 の 宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 191  
 

  号 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 旧 宅 地 造 成 等 規 制 法 」 と い う 。 
                             ） 第 
 

                       旧 宅 地 造 成 等 規 
  ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 （ 
                       同 法 第 13 条 第 ２ 
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  制 法 第 13 条 第 ２ 項 （ 宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 
  項 

  １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 
 

  。）           旧 宅 地 造 成 等 規 制 法 第 ２ 条 第 ５ 号 
    の 規 定 に よ り 造 成 主 （                に 
              同 法 第 ２ 条 第 ５ 号 

  規 定 す る 造 成 主 を い う 。） が 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た も の に 限

る 。） に よ り 整 備 さ れ て い る 急 傾 斜 地 

   （ 第 ４ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 及 び 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

 

   横 浜 市 開 発 事 業 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 定 義 ） 

第 ２ 条  こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 に 定 め る も の の ほ か 、 

                      宅 地 造 成 等 規 制 法 
 法 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ） 及 び 
 

 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 55 号 。 第 17 条 第 ３ 項 に お 
 

 い て 「 宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 」 と い う 。） に よ る 改 正 前 の 
 

                    。 同 項 に お い て 「 旧 宅 
 宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 191 号 
 

 地 造 成 等 規 制 法 」 と い う 。 
             ） 並 び に こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 
 

例 に よ る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ９ 号 ま で 省 略 ） 

 （ 開 発 事 業 の 計 画 の 同 意 ） 

第 17 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  第 １ 項 の 場 合 に お い て 、 開 発 事 業 者 は 、 当 該 開 発 事 業 の 実 施 に

必 要 な 法 第 29 条 第 １ 項 若 し く は 第 43 条 第 １ 項 の 許 可 の 申 請 、 法 第

34 条 の ２ 第 １ 項 若 し く は 第 43 条 第 ３ 項 の 協 議 の 申 出 、 建 築 基 準 法

第 ６ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 確 認 の 申 請 、 同 法 第 18

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 計 画 の 通 知 、 同 法 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 
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                  宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 
 定 に よ る 道 路 の 位 置 の 指 定 の 申 請 又 は 
                  宅 地 造 成 等 規 制 法 

 法 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ 
 

 る 旧 宅 地 造 成 等 規 制 法 
           第 ８ 条 第 1 項 の 許 可 の 申 請 を 行 う 日 ま で に 
 

 第 １ 項 の 同 意 を 得 る よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

 

   横 浜 市 造 成 宅 地 等 災 害 防 止 対 策 検 討 委 員 会 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 設 置 ） 

              宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部 を 改 正 す る 
第 １ 条  横 浜 市 内 の 造 成 宅 地 （ 
 

 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 55 号 。 以 下 「 一 部 改 正 法 」 と い う 。） に よ 
 

 る 改 正 前 の                       「 旧 
      宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 191 号 。 以 下 
                            「 法 

 法 
  」 と い う 。） 第 ２ 条 第 ７ 号 に 規 定 す る 造 成 宅 地 を い う 。 以 下 同 
 

             （ 旧 法 
 じ 。）、 崖 等 に お け る 災 害    第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 災 害 を 
             （ 法 

 い う 。 以 下 同 じ 。） を 防 止 す る た め の 対 策 を 促 進 す る た め 、 市 長

の 附 属 機 関 と し て 、 横 浜 市 造 成 宅 地 等 災 害 防 止 対 策 検 討 委 員 会 （

以 下 「 委 員 会 」 と い う 。） を 置 く 。 

 （ 所 掌 事 務 ） 

第 ２ 条  委 員 会 は 、 市 長 の 諮 問 に 応 じ て 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た

め 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 調 査 審 議 し 、 答 申 し 、 又 は 意 見 を 具

申 す る 。 

   宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 191 号 。 以 
 (1)  
   法 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 宅 地 造 成 工 事 規 制 区 域 及 び 法 第 20  

  下 「 法 」 と い う 。） 第 10 条 第 １ 項 に 規 定 す る 宅 地 造 成 等 工 事 規 
  条 第 １ 項 に 規 定 す る 造 成 宅 地 防 災 区 域 の 指 定 等 に 関 す る こ と 。 

  制 区 域 、 法 第 26 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 盛 土 等 規 制 区 域 及 び 法 
 

  第 45 条 第 １ 項 に 規 定 す る 造 成 宅 地 防 災 区 域 の 指 定 等 に 関 す る こ 
 

  と 。 
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   旧 法                      並 び に 法 
 (2)    第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 
   法 

  第 13 条 第 １ 項 に 規 定 す る 宅 地 造 成 等 に 関 す る 工 事 及 び 法 第 31 条 
   

  第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 盛 土 等 又 は 土 石 の 堆 積 に 関 す る 工 事 
                            の 技 
 

  術 的 基 準 に 関 す る こ と 。 

   一 部 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ 
 (3)  
   法  

  る こ と と さ れ る 旧 法 
           第 16 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 勧 告 に 関 す る こ 
 

  と 。 

   一 部 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ 
 (4)  
   法  

  る こ と と さ れ る 旧 法               一 部 改 正 法 
           第 17 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 
 

  附 則 第 ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ 
 

  る 旧 法 
     第 22 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 関 す る こ と 
 

  。 

       （ 旧 法        
 (5)  宅 地 造 成    第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 宅 地 造 成 を い う 。）  
       （ 法         

  に 伴 う 災 害 を 防 止 す る た め の 工 事 の 方 法 に 関 す る こ と 。 

   （ 第 ６ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 省 略 ） 

 

   横 浜 市 魅 力 あ る 都 市 景 観 の 創 造 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 適 用 除 外 ） 

第 14 条  協 議 地 区 を 定 め る 日 （ 協 議 地 区 を 変 更 す る 場 合 に お い て 、

当 該 都 市 景 観 形 成 行 為 に 係 る 内 容 を 変 更 す る と き は 、 当 該 変 更 の

日 ） 前 に お い て 、 当 該 都 市 景 観 形 成 行 為 に 係 る 次 に 掲 げ る 手 続 そ

の 他 の 行 為 を 行 っ て い る 場 合 に つ い て は 、 こ の 章 の 規 定 は 、 適 用

し な い 。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 
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   宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 55  
 (3)  
   宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 191 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 

  号 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 」 と い 
  許 可 の 申 請 又 は 同 法 第 11 条 の 規 定 に よ る 協 議 （ 成 立 し て い る 場 

  う 。） に よ る 改 正 前 の 宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 191  
  合 に 限 る 。）  

  号 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 旧 宅 地 造 成 等 規 制 法 」 と い う 。） 第 
 

  ８ 条 第 １ 項 （ 宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 
 

  規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。） の 
 

  許 可 の 申 請 又 は 旧 宅 地 造 成 等 規 制 法 第 11 条 （ 宅 地 造 成 等 規 制 法 
 

  一 部 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る 
 

  こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 協 議 （ 成 立 し て い る 
 

  場 合 に 限 る 。）  
 

   （ 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 省 略 ） 
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